
～聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略事業～

企業版ふるさと納税 で地方創生へのご支援 をお願いいたします！

企業版ふるさと納税とは

企業の皆様が、国に認定された地方公共団体の地方創生事業に対して寄附を行った場合に、
税制上の優遇措置を受けられる制度です。

・1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
・聖籠町外に本社（地方税法の「主たる事務所又は事業所」）の所在する企業が対象となります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

制度活用の留意事項

聖籠町HPから「寄附申出書」をダウンロードし、郵送又はメールでお申し込みください。
なお、ご寄附いただいた場合は、ご要望に応じて、聖籠町HPや「広報せいろう」において企業
紹介及び寄附実績を掲載させていただきます。

寄附のお申込み方法等

約３割 損金算入
（国税＋地方税）

約４割 税額控除
（法人住民税＋法人税）

約２割 税額控除
（法人事業税）

約１割
企業負担

最大※で約９割の軽減効果！

通常の寄附
企業版ふるさと納税

寄附額

※税額控除には上限が設けられており、実際の
軽減効果が９割未満となる場合があります。



アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト

全国に当町をPRし、にぎわいを創出することによ
り交流人口・関係人口の拡大を図るため、日本海側

上記以外にも、様々な地方創生関係事業を実施しております。詳細は、下記連絡先までお問い合わせください。

＜ご寄附を募集する主な事業＞

〒957-0192 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4 聖籠町（せいろうまち）役場 総合政策課 政策係

TEL : 0254-27-2111 （内線261） FAX : 0254-27-2119 E-mail : sousei@town.seiro.niigata.jp

聖籠町 企業版ふるさと納税 検索
「寄附申出書」のダウンロードはこちら↓

URL : https://town.seiro.niigata.jp/sousei/03kifu_2.html

新潟県聖籠町長杯サーフィン大会の開催

では初めてとなる
自治体主催の大規
模なサーフィン大会
を開催します。

【開催予定時期】
2024年10月下旬

総合戦略では、３つの基本目標を設定し、人口減少の抑制及び地域活性化を目指しています。

対象は、「第2期聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲載する事業です。

しごとづくり
～地域資源を活かした魅力ある

産業を形成する～

基本
目標１

結婚・出産・子育て
～結婚・出産・子育ての

希望をかなえる～

基本
目標２

まちづくり
～住み続けたいまちを

かたちづくる～

基本
目標３

プロサッカークラブのアルビレックス新潟のクラブ
ハウス「アルビレッジ」を拠点として、町民の暮らしの
向上、及び交流人口・関係人口の拡大に資する地域
活性化事業を実施します。

官民連携事業として、
R6年度から新たに実施！

聖籠町イメージキャラクター

緑丸（みどりまる）


